
障害児通所支援開設前説明会

障害を理由とする差別の解消の
推進について

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
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H19 障害者の権利条約に署名。批准に向けた国内法の整備を行う。
H23 障害者基本法改正。障害を理由とする差別等の禁止と、合理的配慮の提供について規定。
H28 障害者基本法における差別の禁止の基本原則を具体化した障害者差別解消法が施行。
R6   改正障害者差別解消法が施行。

国や地方公共団体などの「行政機関」と「民間事業者」に対し、「不当な差別的取扱い」を禁止し、
「合理的配慮の提供」を求めています。
そのことによって、障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実
現に資することを目的としています。

※障害者 障害者手帳所持者に限らない（障害者基本法の定義、社会モデルの考え方）。
※事業者 営利・非営利、対価の有無、個人・法人、対面やオンライン等のサービス提供形態を問わ

ない。
※対象分野 日常生活および社会生活全般に係る分野が幅広く対象となる。

雇用分野は対象外（障害者雇用促進法が適用される）。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）

経過

概要
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障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたり
するような行為
例 ・漠然とした安全上の問題を理由に施設利用を拒否する。

・一律に支援者や介助者の付き添いをサービス利用の条件とする。

不当な差別的取扱いの禁止

障害者から、社会的障壁（社会における物事、制度、慣行、観念等）の除去を必要としている旨の
意思表明があった場合に、過重な負担とならない範囲で、必要かつ合理的な配慮を行わなければなり
ません。
例 ・振り仮名や写真、イラストなど分かりやすい表現を使って説明をする。

・車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す。

・合理的配慮の方法は一つではなく、お互いの話し合いにより、柔軟に対応することが重要です（建
設的対話）。

・その実施に伴う負担が過重である場合は、その理由を丁寧に説明したり、代替案を提案をしたりす
ることで、理解を得るように心がけます。

合理的配慮の提供

不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供

3



不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供

行政機関 禁止 法的義務

民間事業者 禁止 法的義務
（令和６年４月から義務化）

合理的配慮の提供の義務化について

差別的取扱いについては、当初から行政機関・民間事業者ともに禁止されています。

合理的配慮の提供については、従来は行政機関は法的義務、民間事業者は努力義務とされて
いましたが、改正障害者差別解消法の施行により、令和６年４月から義務化されました。

不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供
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不当な差別的
取扱いの考え
方について

5



合理的配慮の
提供の考え方
について
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川崎市の相談・対応窓口体制
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（国）事業分野別の相談窓口（抜粋）
（国）事業分野別の相談窓口

事業者が対応を拒否する場合は、事業分野毎の主務大臣（国等の所管部署）に協力を依頼する。
→内閣府HP 事業分野相談窓口（対応指針関係）
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川崎市における民間事業者に対する監督権限を持つ所管部署一覧
川崎市における民間事業者に対する監督権限を持つ所管部署一覧
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分野別の対応指針（ガイドライン）

【内閣府ホームページ】 【例 福祉事業者向けガイドライン】

分野別の対応指針（ガイドライン）

主務大臣は、所管する分野の事業者向けに対応指針（ガイドライン）を示しています。相談内容
により、内閣府や各省庁のホームページ等から該当分野のものを参照します。
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○内閣府ホームページ
障害を理由とする差別の解消の推進
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

国・地方公共団体における相談窓口担当者向け相談対応マニュアル
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/soudan-manual.html

障害を理由とする差別の解消の推進 相談対応ケーススタディ集
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/case-study.html

関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioshishin.html 又は各省庁のホームページ

事業分野相談窓口（対応指針関係）
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/soudan/taiou_shishin.pdf

○障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/

○川崎市ウェブサイト
障害者差別解消法
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000076080.html

合理的配慮の提供等に関する基本方針等について ※市民文化局パラムーブメント推進担当
https://www.city.kawasaki.jp/2020olypara/page/0000136725.html

情報掲載先・参考資料等
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